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平成３０年９月 富士見町議会定例会 議案提出 

 

 

議案第 １号  平成３０年度 富士見町一般会計補正予算（第３号）の専決処分について 

 

議案第 ２号  富士見町総合開発審議委員会条例の一部を改正する条例 

 

議案第 ３号  富士見町奨学金条例の一部を改正する条例 

 

議案第 ４号  財産の取得について 

 

議案第 ５号  損害賠償の和解と賠償額の決定について 

 

議案第 ６号  平成３０年度 富士見町一般会計補正予算（第４号）  

 

議案第 ７号  平成３０年度 富士見町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 

議案第 ８号  平成３０年度 富士見町水道事業会計補正予算（第１号）  

 

議案第 ９号  平成３０年度 富士見町下水道事業会計補正予算（第１号） 

 

議案第１０号  平成２９年度 富士見町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 

議案第１１号  平成２９年度 富士見町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 

議案第１２号  平成２９年度 富士見町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

 

議案第１３号  平成２９年度 富士見町観光施設貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

 

議案第１４号  平成２９年度 富士見町富士見財産区特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 

 



 

 

 

 

議案第１５号  平成２９年度 富士見町水道事業会計歳入歳出決算の認定について 

 

議案第１６号  平成２９年度 富士見町下水道事業会計歳入歳出決算の認定について 

 

 

上記のとおり提出します。 

 

 

  平成３０年９月６日  提 出 

 

 

 富士見町長  名 取 重 治     

 

 

富士見町議会議長  五 味 平 一  殿 

 



議案第１号 

平成３０年度 富士見町一般会計補正予算（第３号）の専決処分について 

 平成３０年度富士見町一般会計補正予算（第３号）について、地方自治法（昭和 22年法律

第 67 号）第 179条第 1項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第 3項の規定に

より報告し、議会の承認を求める。 

平成３０年 ９月 ６日  提 出 

 富士見町長  名 取 重 治 



専決第１１号

　平成３０年度 富士見町一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 903 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

　 それぞれ 7,487,298 千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出の金額は、

「第１表　歳入歳出予算補正」による。

上記のとおり地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分する。

平成３０年　７月１８日　　

平成３０年度　富士見町一般会計補正予算　(第３号）

　（歳入歳出予算補正）

富 士 見 町 長 名　取　重　治



























議案第２号 

 

 

 

富士見町総合開発審議委員会条例の一部を改正する条例 

 

 

 

 富士見町総合開発審議委員会条例（昭和42年富士見町条例第27号）の一部を次のとおり

改正するものとする。 

 

 

 

平成３０年９月６日  提 出 

 

 

 

富士見町長  名 取 重 治         



 

富士見町条例第  号 

 

富士見町総合開発審議委員会条例の一部を改正する条例 

 

富士見町総合開発審議委員会条例(昭和42年富士見町条例第27号)の一部を次のように改

正する。 

 

題名を次のように改める。 

富士見町長期総合計画審議委員会条例 

第1条中「総合開発」を「長期総合計画」に改める。 

第2条第1号中「長期」を削り、同条第3号中「新産業都市計画推進」を「国土利用計画法

(昭和49年法律第92号)第8条第1項の規定に基づく富士見町の区域における国土の利用計

画」に改め、同条第4号及び第5号を削り、同条第6号中「総合開発に関係する一切の」を「町

長が必要と認める」に改め、同号を同条第4号とする。 

第4条を削り、第5条を第4条とし、第6条から第8条までを1条ずつ繰り上げる。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 



議案第３号 

 

 

 

富士見町奨学金条例の一部を改正する条例 

 

 

 

 富士見町奨学金条例（昭和56年富士見町条例第1号）の一部を次のとおり改正するもの

とする。 

 

 

 

平成３０年９月６日  提 出 

 

 

 

富士見町長  名 取 重 治         



 

富士見町条例第  号 

 

富士見町奨学金条例の一部を改正する条例 

 

富士見町奨学金条例(昭和56年富士見町条例第1号)の一部を次のように改正する。 

 

第1条中「能力があるにもかかわらず」を「向学心を有しながら」に改める。 

第3条第1号中「本町に居住する者の子弟であること」を「奨学生の保護者が本町に居住

していること」に改め、同条第2号中「成績優秀、品行方正、身体強健、志操堅固であるこ

と」を「勉学に意欲があり、品行方正であること」に改める。 

第5条中「その学校における成規の修業期間内とする」を「正規の修業年限とし、修業年

限において修了できる見込みのある者とする」に改める。 

第8条第5項中「退職」を「退任」に改める。 

第9条の見出し中「廃止」を「取消し」に改め、同条中「奨学生が次の各号の1に」を「奨

学生が次の各号に」に、「廃止することがある」を「取り消すことがある」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

2 平成30年度において既に奨学金の支給決定を受けている場合は、条例第9条各号の規定

に基づいて奨学金の支給停止及び取消し又は支給額の変更決定がある場合を除き、既に

決定された奨学金を受給することができる。 

 



議案第４号 

 

 

 

財産の取得について 

 

 

 

別記のとおり、財産の取得について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項

第8号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和39年富

士見町条例第7号）第3条の規定により議会の議決を求める。 

 

 

 

平成３０年９月６日  提 出 

 

 

 

富士見町長  名 取 重 治         



別 記 

 

 

 

財産の取得について 

 

 

 

 次のとおり、財産を取得するものとする。 

 

 

記 

 

 

１ 取得する財産及び数量  マイクロバス １台（２９人乗り） 

 

２ 取得の方法       指名競争入札 

 

３ 取得価格        金 ９,０００,０００円 

 

４ 取得の相手方      長野県諏訪郡富士見町立沢２２１３番地４１１ 

株式会社 オートパル信州諏訪 

代表取締役  両 角 善 太 郎 



議案第５号 

 

 

 

損害賠償の和解と賠償額の決定について 

 

 

 

 別紙のとおり損害を賠償することについて和解し、賠償額を決定することについて、地方

自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第12号及び同項第13号の規定により議会の議決

を求める。 

 

 

 

平成３０年９月６日  提 出 

 

 

 

富士見町長  名 取 重 治         



別 紙 

 

 

 

損害賠償の和解と賠償額の決定について 

 

 

 

 次のとおり、損害を賠償することに和解し、賠償額を決定するものとする。 

 

 

 

 

１． 相手方 

所 有 者    ○                

  株                

   

使 用 者    １                  

１               

 

自動車登録番号  １             

 

２．事故の概要 

   平成３０年８月６日午後３時００分頃、川崎市八ヶ岳少年自然の家（諏訪郡富士見

町境１２０６７－４８２）場内において、職員が運転する公用車が方向転換のため後

退したところ、駐車していた当施設の車両に気が付かず接触し破損させた。 

 

３．和解の方法 

   示談の成立 

 

４．損害賠償額 

   金 １２７,３８４円 

    

５．支払い方法 

   当方保険会社 一般財団法人 全国自治協会 長野県町村自動車共済サービスから相

手方に直接支払い。 

 

 

 



議案第６号

　平成３０年度 富士見町一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 35,833 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

　 それぞれ 7,523,131 千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出の金額は、

「第１表　歳入歳出予算補正」による。

平成３０年　９月　６日　　提　出

平成３０年　　月　　日　　議　決

平成３０年度　富士見町一般会計補正予算　(第４号）

　（歳入歳出予算補正）

富 士 見 町 長 名　取　重　治

富士見町議会議長 五　味　平　一













































議案第７号

　平成３０年度 富士見町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 3,504 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

　 それぞれ 1,482,412 千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出の金額は、

「第１表　歳入歳出予算補正」による。

平成３０年　９月　６日　　提　出

平成３０年　　月　　日　　議　決

平成３０年度　富士見町国民健康保険特別会計補正予算　(第２号）

　（歳入歳出予算補正）

富 士 見 町 長 名　取　重　治

富士見町議会議長 五　味　平　一



























議案第８号

（総則）

第1条 平成30年度富士見町水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条　 予算第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

支　　　出

　第1款 水道事業費用 573,818 千円 14,193 千円 588,011 千円

　　第1項 　営業費用 529,637 千円 14,193 千円 543,830 千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「347,947千円」を

「350,053千円」に、過年度分損益勘定留保資金「277,947千円」を「280,053千円」に改め、

資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

支　　　出
既決予定額 補正予定額 計

　第1款 資本的支出 370,110 千円 2,106 千円 372,216 千円

　　第1項 　建設改良費 177,460 千円 2,106 千円 179,566 千円

平成30年　　9月　　6日　　提出

平成30年　　9月　　 日　　議決

平成30年度富士見町水道事業会計補正予算（第1号）

既決予定額 補正予定額 計

名 取 重 治

五 味 平 一

富 士 見 町 長

富士見町議会議長



支 出 （単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計

1 水 道 事 業 費 用 573,818 14,193 588,011

1 営 業 費 用 529,637 14,193 543,830

2 配 水 及 び 給 水 費 54,128 12,000 66,128

4 総 係 費 83,903 2,193 86,096

2．資本的収入及び支出

支 出 （単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計

1 資 本 的 支 出 370,110 2,106 372,216

1 建 設 改 良 費 177,460 2,106 179,566

1
原 水 及 び 浄 水
設 備 拡 張 費

11,448 2,106 13,554

平成30年度富士見町水道事業会計予算実施変更計画

項 目

１．収益的収入及び支出

款

款 項 目



支　　　出

（款）1.水道事業費用　（項）1.営業費用

金　　額

2 配水及び給水費 54,128 12,000 66,128 25 修 繕 費 12,000 12,000

4 総 係 費 83,903 2,193 86,096 20 委 託 料 2,193 2,193

138,031 14,193 152,224

支　　　出

（款）1.資本的支出　（項）1.建設改良費

金　　額

1
原 水 及 び 浄 水
設 備 拡 張 費

11,448 2,106 13,554 20 委 託 料 2,106 2,106

11,448 2,106 13,554

説　　　　　　　　明
区　　分

2.資本的収入及び支出

補正予定額 説　　　　　　　　明
節

（単位：千円）

平成30年度富士見町水道事業会計予算実施変更計画内訳書

1.収益的収入及び支出

計

（単位：千円）

目

配水管等修繕費増

既決予定額
区　　分

認可変更委託料増

計

目 既決予定額 補正予定額 計
節

詳細設計委託料増

計



Ⅰ　　営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益

受取利息及び受取配当金

営業外雑収益

一般会計補助金

長期前受金戻入

支払利息

営業外雑支出

減価償却費

その他損益勘定留保資金

未収金の減少(増加△）

前払金・前払費用の減少(増加△）

貯蔵品の減少（増加△）

その他流動資産の減少(増加△）

引当金の増加(減少△）

その他固定負債の増加(減少△）

未払金・未払費用の増加(減少△）

前受金の増加（減少△）

その他流動負債の増加(減少△）

小計

利息及び配当金の受取額

営業外雑収益

一般会計補助金

利息の支払額

営業外雑支出

営業外活動に係る未収金の減少

営業外活動に係る未払金・未払費用の増加

営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ　　投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

有価証券の売却による収入

国庫補助金等の収入

建設改良費

建設改良に係る未収金の減少

建設改良に係る未払金・未払費用の増加

投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ　　　財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入

企業債の返済による支出

長期貸付金返還金による収入

長期貸付金による支出

財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加(△減少）額

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高

平成30年度富士見町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

（単位：千円）

項　　　　　　　　　　　　　　　目 金額

34,791

△ 3,820

△ 120

△ 7,679

△ 129,064

19,871

1,214

321,191

15,000

△ 1,065

0

0

0

△ 343

0

△ 518

0

0

249,458

3,676

120

7,679

△ 19,871

△ 1,214

0

0

0

0

239,848

4,781

△ 166,971

0

△ 1,770

△ 163,960

0

△ 92,649

17,000

△ 100,000

△ 175,649

△ 99,761

1,773,867

1,674,106



議案第９号

（総則）

第1条 平成30年度富士見町下水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条　 予算第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

支　　　出

　第1款 下水道事業費用 1,092,761 千円 7,040 千円 1,099,801 千円

　　第1項 　営業費用 819,476 千円 7,040 千円 826,516 千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧中、当年度利益剰余金処分額「132,099千円」を「0千円」に、減債積立金

「128,000千円」を「260,099千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正

する。

収　　　入

　第1款 資本的収入 102,000 千円 7,702 千円 109,702 千円

　　第1項 　負担金 2,000 千円 7,702 千円 9,702 千円

支　　　出

　第1款 資本的支出 697,752 千円 7,702 千円 705,454 千円

　　第1項 　建設改良費 16,362 千円 7,702 千円 24,064 千円

平成30年　　9月　　6日　　提出

平成30年　　9月　　 日　　議決

既決予定額 補正予定額 計

既決予定額 補正予定額 計

平成30年度富士見町下水道事業会計補正予算（第1号）

既決予定額 補正予定額 計

名 取 重 治

五 味 平 一

富 士 見 町 長

富士見町議会議長



1.収益的収入及び支出

支 出 （単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計

1 下水道事業費用 1,092,761 7,040 1,099,801

1 営 業 費 用 819,476 7,040 826,516

1 管 渠 費 39,710 7,040 46,750

2.資本的収入及び支出

収 入 （単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計

1 資 本 的 収 入 102,000 7,702 109,702

1 負 担 金 2,000 7,702 9,702

1 受 益 者 負 担 金 2,000 7,702 9,702

支 出 （単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計

1 資 本 的 支 出 697,752 7,702 705,454

1 建 設 改 良 費 16,362 7,702 24,064

2 公共下水道建設費 9,915 7,702 17,617

平成30年度富士見町下水道事業会計予算実施変更計画

款 項 目

款 項 目

款 項 目



支 出

（款）1.下水道事業費用　　(項）1.営業費用

金　額

20 委 託 料 540 540

25 修 繕 費 6,500 6,500

39,710 7,040 46,750

収 入

（款）1.資本的収入　　(項）1.負担金

金　　　額

1 受 益 者 負 担 金 2,000 7,702 9,702 1 受益者負担金 7,702 7,702

2,000 7,702 9,702

支 出

（款）1.資本的支出　　(項）1.建設改良費

金　　　額

22 委 託 料 4,202 4,202

24 工 事 請 負 費 3,500 3,500

9,915 7,702 17,617

46,750
機器入替業務委託増

管渠等修繕費増

計

（単位：千円）

目 既決予定額 説　　　　　　　　明
区　　　分

2
公 共 下 水 道
建 設 費

9,915 7,702 17,617

受益者負担金増

実施設計委託料増

工事請負費増

既決予定額 補正予定額

計
節

補正予定額

2.資本的収入及び支出

1 管 渠 費 39,710 7,040

計
節

平成30年度富士見町下水道事業会計予算実施変更計画内訳書

1.収益的収入及び支出

区　　　分

計

（単位：千円）

目

説　　　　　　　　明
区　　　分

計
節

説　　　　　　　　明

計

（単位：千円）

目 既決予定額 補正予定額



Ⅰ　　営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益

受取利息及び受取配当金

営業外雑収益

一般会計補助金

長期前受金戻入

支払利息

営業外雑支出

減価償却費

その他損益勘定留保資金

未収金の減少(増加△）

前払金・前払費用の減少(増加△）

貯蔵品の減少（増加△）

その他流動資産の減少(増加△）

引当金の増加(減少△）

その他固定負債の増加(減少△）

未払金・未払費用の増加(減少△）

前受金の増加（減少△）

その他流動負債の増加(減少△）

小計

利息及び配当金の受取額

営業外雑収益

一般会計補助金

過年度損益修正益(損△）

利息の支払額

営業外雑支出

営業外活動に係る未収金の減少

営業外活動に係る未払金・未払費用の増加

営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ　　投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

有価証券の売却による収入

国庫補助金等の収入

建設改良費

建設改良に係る未収金の減少

建設改良に係る未払金・未払費用の増加

投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ　　　財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入

企業債の返済による支出

長期借入金による収入

長期借入金返済による支出

財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加(△減少）額

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高

△ 18,267

855

576,984

0

△ 664,390

0

0

△ 13,861

△ 1,765

215,622

△ 300

△ 148,685

△ 463

483,492

465,225

100,000

△ 17,000

△ 581,390

平成30年度富士見町下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

項　　　　　　　　　　　　　　　目 金額

223,982

（単位：千円）

10

0

463

34,990

△ 22,653

300

200

△ 200

△ 1,042

0

0

△ 2,074

505,572

0

△ 510,000

△ 184,219

148,685

0

△ 235

0

0

0

9,702

510,000
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